
都市計画東金井東今泉地区地区計画を次のように決定する。

名　　称 　東金井東今泉地区地区計画

位　　置 　太田市東金井町及び東今泉町の各一部

面　　積 　約42.1ha

太田都市計画地区計画の変更（太田市決定）

地区計画の目標

　本地区は太田市の北東部に位置し、北関東自動車道太田桐生ICに隣接するほか、区域
内を国道122号が縦断しており、交通環境に恵まれた地域であるため、隣接する東金井工
業団地と共に計画的な産業拠点形成を図るべき地区である。
　民間の活力・創意工夫をいかした、産業拠点としてふさわしい良好な工業環境の創出
と保全、及び周辺環境とも調和した魅力と活気あふれる工業団地の形成を図ることを目
標とする。

土地利用の方針
　本地区は、産業拠点として健全かつ合理的な工業的土地利用により、周辺環境と調和
の取れた新たな工業用地として地域産業発展に寄与する企業及び施設等の誘導、集積を
図る。

地区施設の整備の
方針

　本地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区整備計画に
即して道路、調整池を設置し、個別の開発区域においても他法令に基づき緑地及び空地
を適正に配置するように努める。なお、調整池については設置後、施設管理者により流
出抑制機能が継続できるよう、良好な維持管理を行うものとする。

建築物等の整備の
方針

　地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、景観的な配慮を行い、かつ周辺環境と
の調和が図られるよう、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の
位置の制限、建築物等の高さの最高限度及び建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制
限を定める。

その他当該地区の整
備、開発及び保全に

関する方針
　工場等の立地に際しては、敷地内の緑化及び緩衝帯としての緑地の設置に努める。

道路

　道路Ａ　幅員12m　　　　延長約760m
　道路Ｂ　幅員9m　　　　 延長約255m
　道路Ｃ　幅員9m　　　　 延長約200m
　道路Ｄ　幅員9m　　 　　延長約155m
　道路Ｅ　幅員9m～11.5m　延長約295m

調整池

① 配置 ･･･ 地区施設配置図には、「都市計画法による市街化区域および市街化調
　　　　 　 整区域の区域区分と治水事業との調整措置等に関する方針について
　　　　　　（昭和45年1月8日局長通達）」に則り協議した結果（以下、「治
　　　　　　水協議結果」とする。）に基づくおおむねの位置を示すものとする。
② 許容放流量 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。 
③ 必要調節容量 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。 
④ 放流先の位置 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。

地区の区
分

地区の
名称

Ａ地区
(用途：工業専用地域)

Ｂ地区
(用途：工業地域)

Ｃ地区
(用途：工業地域)

地区の
面積

約19.5ha 約18.1ha 約4.5ha

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針
　

地　

区　

整　

備　

計　

画

地区施設の
配置及び

規模

　

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の
用途の制限

　次に掲げる建築物を建築してはな
らない。

(1)　カラオケボックスその他これ
に類するもの
(2)　神社、寺院、教会その他これ
らに類するもの
(3)　公衆浴場
(4)　診療所（主たる建築物の就業
者の福利厚生のための附帯施設とし
て設けるものは除く。）
(5)　老人福祉センター、児童厚生
施設その他これらに類するもの
(6)　自動車教習所
(7)　畜舎
(8)　廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律第2条第2項に規定する一般廃
棄物又は第4項に規定する産業廃棄
物の処理施設(工場その他の建築物
に附属するもので、当該建築物にお
いて生じた廃棄物のみの処理に供す
るものを除く。)

　次に掲げる建築物を建築してはな
らない。

(1)　住宅
(2)　共同住宅、寄宿舎又は下宿
(3)　物品販売業を営む店舗又は飲
食店（主たる建築物の就業者の福利
厚生のための附帯施設として設ける
ものは除く。）
(4)　ボーリング場、スケート場、
水泳場その他これらに類する建築基
準法施行令第130条の6の2に規定す
る運動施設（主たる建築物の就業者
の福利厚生のための附帯施設として
設けるものは除く。）
(5)　カラオケボックスその他これ
に類するもの
(6)　マージャン屋、ぱちんこ屋、
射的場、勝馬投票券発売所、場外車
券売場その他これらに類するもの
(7)　図書館、博物館その他これら
に類するもの

　次に掲げる建築物を建築してはな
らない。

(1)　Ｂ地区で建築できないもの
((1)、(2)、(3)及び(14)を除く。)
(2)　店舗又は飲食店でその用途に
供する部分の床面積の合計が500㎡
を超えるもの
(3)　建築基準法別表第2（る）項第
1号及び第2号に掲げるもの
(4)　畜舎（15㎡を超えないものを
除く。）



　「区域は計画図表示のとおり」

 理 由

　東金井東今泉地区は群馬県及び太田市の関連計画において産業拠点として位置付けられており、地域の発展

と活性化を担う地区として、隣接する東金井工業団地とともに工業的土地利用が求められている。

　今回、民間事業者による工業用地開発事業の実施が確実であることから、市街化区域への編入及び工業地域、

工業専用地域の用途地域設定と併せて、用途の混在を抑制し周辺環境と調和した良好な工業地の形成及び維持

保全を図るために地区計画を指定するものである。

建築物の敷地面積
の最低限度

1,000㎡
(ただし、工場、事務所、倉
庫(倉庫業を含む。)に限

る。)

-

建築物等の高さの
最高限度

31m -

建築物等の形態
又は色彩その他の

意匠の制限

　建築物の外壁・屋根及び広告物は、美観を損なうような色彩、装飾を避け、周囲との
調和を図るよう努めるものとする。

(9)　風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律第2条第1項、
第6項から第11項まで及び第13項の
いずれかに規定する営業の用に供す
るもの（前各号及び建築基準法別表
第2（わ）項に規定されるものを除
く。）

(8)　神社、寺院、教会その他これ
らに類するもの
(9)　公衆浴場
(10)　診療所（主たる建築物の就業
者の福利厚生のための附帯施設とし
て設けるものは除く。）
(11)　老人ホーム、福祉ホームその
他これらに類するもの
(12)　老人福祉センター、児童厚生
施設その他これらに類するもの
(13)　自動車教習所
(14)　畜舎
(15)　廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律第2条第2項に規定する一般廃
棄物又は第4項に規定する産業廃棄
物の処理施設(工場その他の建築物
に附属するもので、当該建築物にお
いて生じた廃棄物のみの処理に供す
るものを除く。)
(16)　風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律第2条第1項、
第6項から第11項まで及び第13項の
いずれかに規定する営業の用に供す
るもの（前各号及び建築基準法別表
第2（を）項に規定されるものを除
く。）

壁面の位置の
制限

　建築物の壁又はこれに代わる柱の
面から道路境界線又は隣地、緑地、
水路若しくは調整池（以下「隣地
等」という。）の境界線までの距離
は、次に掲げる数値とする。（ただ
し、隅切り部分は除く。）
(1)　計画図2に示す隣地等境界線に
ついては3m以上（ただし、計画図2
に示す壁面の位置の制限を受ける部
分に限る。）
(2)　(1)以外については1m以上

-

　建築物の壁又はこれに代わる柱の
面から道路境界線又は隣地、緑地、
水路若しくは調整池（以下「隣地
等」という。）の境界線までの距離
は、計画図2に示す隣地等境界線に
ついて3m以上（ただし、計画図2に
示す壁面の位置の制限を受ける部分
に限る。）とする。（ただし、隅切
り部分は除く。）



総括図　（Ａ０） Ｓ＝１／２５，０００
　　　　　 （Ａ３） Ｓ＝１／７０，０００

地区名 東金井東今泉地区

面積 約42.1ha



計　　画　　図　　１ 縮尺　A1:S=1/2500（A3:S=1/5000）

流通業務施設
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Ａ地区

Ｂ地区

Ｃ地区

Ｃ地区

面   積 約４２．１ha

地区名 東金井東今泉地区

Ｃ地区

凡　　　　　　　　例

区　域　界

地　区　界

番　　　号 区 域 界 名 称

１～２ 道路端(南側)

２～３ 道路端(西側)

３～４ 道路端(南側)

４～５ 道路端(西側)

５～６ 水路端(北側)

６～７ 道路端(南側)

７～８ 道路端(東側)

８～９ 筆界

９～１０ 水路端(西側)

１０～１１ 道路端(北側)

１１～１２ 道路端(東側)

１２～１３ 交差点(南側)隅切端直結線

１３～１４ 道路端(南側)

１４～１ 道路(水路含む)端(西側)

ａ～ｂ 筆界

ｂ～ｃ 道路端(東側)

ｃ～ｄ 道路端(南側)

ｄ～g 筆界

ｇ～ｈ 道路端(南側)

ｈ～ｉ 道路端(東側)

ｉ～ｊ 道路端(南側)

h～A 道路端(東側)

A～B 道路端(北側)

B～C 道路端(東側)

C～D 道路端(南側)

D～E 道路端(東側)

E～F 道路端(南側)

G～I 筆界

I～K 道路端(東側)

K～L 道路端(北側)

L～M 筆界

M～N 道路端(南側)

N～O 道路端(東側)

O～P 道路端(南側)

P～Q 筆界

Q～R 道路端(南側)

R～S 筆界

T～U 道路端(南側)



縮尺　A1:S=1/2500（A3:S=1/5000）

流通業務施設

Ａ地区

Ｂ地区

Ｃ地区

Ｃ地区

Ｃ地区

計　　画　　図　　２

地区名 東金井東今泉地区

面   積 約４２．１ha

凡　　　　　　　　例

区　域　界

地　区　界

隣地等境界線

番　　　号 区 域 界 名 称

１～３ 筆界

４～６ 筆界

７～１０ 筆界

壁面の位置の制限を受ける部分

1
2

3 4

5 6

7

8
9

10



縮尺　A1:S=1/2500（A3:S=1/5000）

流通業務施設

Ａ地区

Ｂ地区

Ｃ地区

Ｃ地区

Ｃ地区

地区施設配置図

地区名 東金井東今泉地区

面   積 約４２．１ha

調整池①

地区施設（道路Ｂ）

W=9ｍ　L=約255ｍ

調整池②

地区施設（道路Ｃ）

W=9ｍ　L=約200ｍ

地区施設（道路D）

W=9ｍ　L=約155ｍ

調整池③

地区施設（道路Ｅ）

W=9ｍ～11.5m　L=約295ｍ

調整池④

調整池⑤

休
泊
堀

凡　　　　　　　　例

区　域　界

地　区　界

地区施設（道路）

地区施設（調整池）

一次放流先

※調整池の配置及び放流先は、
　  おおよその位置とする。

地区施設（道路Ａ）

W=12ｍ　L=約760ｍ



別所脇屋地区地区計画を次のように変更する。

名　　称 　別所脇屋地区地区計画

位　　置 　太田市別所町、脇屋町及び沖野町の各一部

規　　模 　約32.8ha

太田都市計画地区計画の変更（太田市決定）

地区計画の目標

  本地区は、太田市の中央部に位置し、既存の別所工業団地を中心に工業的土地利用が図られ
ている。北に主要地方道前橋館林線と接しており、西に都市計画道路太田西部幹線が縦断する
など交通環境にも恵まれている。
  そこで、地区計画の策定により、工業都市としての地域の発展と活性化を担う地区として、
無秩序な開発を防止し、周辺及び地区内の住環境や農業環境との調和を図るとともに、良好な
工業地の維持、保全と誘導を図ることを目標とする。

土地利用の方針
  本地区は、地区内の工業地としての特性を生かしつつ、地区内及び周辺の住環境や農業環境
との調和の取れた適正な土地利用を誘導する。

地区施設の整備の
方針

  本地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路を配置
し、地区内における個別の開発区域内においては、他法令等に基づき、緑地及び空地等を適正
に配置する。

建築物等の整備の
方針

  地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、景観的な配慮を行い、かつ周辺環境との調和
が図られるよう、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、
建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限及び垣又はさくの構
造の制限を定める。

その他当該地区の整
備、開発及び保全に関

する方針

　地区内における騒音・振動などの環境基準については、引き続き、環境関連法令等による基
準に従うものとし、地区内における工業環境の維持と共に周辺住環境への負荷の軽減に努め
る。
　工場等の立地に際しては、敷地内の緑化及び緩衝帯としての緑地の設置にも努める。

地区施設の
配置及び規

模
道路

　道路Ａ　道幅9m　　延長約360m
　道路Ｂ　道幅9m　　延長約230m　　

地区の
区分

地区の名
称

Ａ地区
（用途：工業専用地域）

Ｂ地区
（用途：準工業地域）

Ｃ地区
（用途：準工業地域）

Ｄ地区
（用途：準工業地域）

地区の面
積

約20.6ha 約9.2ha 約2.5ha 約0.5ha

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

 
地　
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備　
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画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の
用途の制限

　次に掲げる建築物を建築
してはならない。

(1)　神社、寺院、教会その
他これらに類するもの
(2)　公衆浴場
(3)　診療所（主たる建築物
の就業者の福利厚生のため
の附帯施設として設けるも
のは除く。）
(4)　老人福祉センター、児
童厚生施設その他これらに
類するもの
(5)　畜舎
(6)　自動車教習所
(7)　カラオケボックスその
他これに類するもの
(8)　廃棄物の処理及び清掃
に関する法律第2条第2項に
規定する一般廃棄物又は第4
項に規定する産業廃棄物の
処理施設（工場その他の建
築物に附属するもので、当
該建築物において生じた廃
棄物のみの処理に供するも
のを除く。）

　次に掲げる建築物を建築
してはならない。

(1)　住宅
(2)　共同住宅、寄宿舎又は
下宿
(3)　店舗のうちその用途に
供する部分の床面積の合計
が10,000㎡を超えるもの又
は物品販売業を営む店舗若
しくは飲食店(主たる建築物
の就業者の福利厚生のため
の附帯施設として設けるも
のは除く。)
(4)　学校（幼保連携型認定
こども園を除く。）
(5)　神社、寺院、教会その
他これらに類するもの
(6)　図書館、博物館その他
これらに類するもの
(7)　公衆浴場
(8)　診療所（主たる建築物
の就業者の福利厚生のため
の附帯施設として設けるも
のは除く。）
(9)　病院(主たる建築物の
就業者の福利厚生のための
附帯施設として設けるもの
は除く。)

　次に掲げる建築物を建築
してはならない。

(1)　B地区で建築できない
もの（(1)～(3)、(10)及び
(12)を除く。）
(2)　一戸建ての住宅、兼用
住宅
(3)　風俗営業等の規制及び
業務の適正化等に関する法
律第2条第1項、第6項から第
11項まで及び第13項のいず
れかに規定する営業の用に
供するもの（前各号及び建
築基準法別表第2（る）項に
規定されるものを除く。）
(4)　畜舎(15㎡を超えない
ものを除く。)

　次に掲げる建築物を建築
してはならない。

(1)　B地区で建築できない
もの（(1)、(2)及び(12)を
除く。）
(2)　畜舎(15㎡を超えない
ものを除く。)



　「区域は計画図表示のとおり」

建築物の敷地面積
の最低限度

200㎡

建築物等の高さ
の最高限度

20m

建築物等の形態
又は色彩その他の

意匠の制限

　建築物の外壁・屋根及び広告物は、美観を損なうような色彩、装飾を避け、周囲との調和を
図るよう努めるものとする。

垣又は柵の
構造の制限

　道路境界線から3m以内に設置する垣又はさく等については、生け垣等（フェンス、さく等）
とし、ブロック塀その他これに類する不透視性の塀等は、設置してはならない。ただし、高さ
0.6m以下の部分についてはこの限りではない。

(9)　 風俗営業等の規制及
び業務の適正化等に関する
法律第2条第1項、第6項から
第11項まで及び第13項のい
ずれかに規定する営業の用
に供するもの（前各号及び
建築基準法別表第2（わ）項
に規定されるものを除
く。）

(10)　老人ホーム、福祉
ホームその他これらに類す
るもの
(11)　老人福祉センター、
児童厚生施設その他これら
に類するもの
(12)　畜舎
(13)　ボーリング場、ス
ケート場、水泳場その他こ
れらに類する建築基準法施
行令第130条の6の2に規定す
る運動施設(主たる建築物の
就業者の福利厚生のための
附帯施設として設けるもの
は除く。)
(14)　マージャン屋、ぱち
んこ屋、射的場、勝馬投票
券発売所、場外車券売場そ
の他これらに類するもの
(15)　ホテル又は旅館
(16)　自動車教習所
(17) 　劇場、映画館、演芸
場若しくは観覧場又はナイ
トクラブその他これに類す
る建築基準法施行令第130条
の7の3に規定するもの
(18)　カラオケボックスそ
の他これに類するもの
(19)　廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第2条第2項
に規定する一般廃棄物又は
第4項に規定する産業廃棄物
の処理施設（工場その他の
建築物に附属するもので、
当該建築物において生じた
廃棄物のみの処理に供する
ものを除く。）
(20)　風俗営業等の規制及
び業務の適正化等に関する
法律第2条第1項、第6項から
第11項まで及び第13項のい
ずれかに規定する営業の用
に供するもの（前各号及び
建築基準法別表第2（る）項
に規定されるものを除
く。）

壁面の位置の
制限

　建築物の壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地、緑
地、水路若しくは調整池（以下「隣地等」という。）の境界線までの
距離は、次に掲げる数値とする。（ただし、隅切り部分は除く。）

(1) 道路境界線については3m以上
(2) 隣地等境界線については1m以上

　建築物の壁又はこれに代
わる柱の面から道路境界線
又は隣地、緑地、水路若し
くは調整池（以下「隣地
等」という。）の境界線ま
での距離は1m以上とする。
（隅切り部分は除く。）
　ただし、当該距離に満た
ない距離にある次の各号の
いずれかに該当する建築物
又は建築物の部分について
は、適用しない。

(1)　物置その他これに類す
る用途に供し、軒の高さが
2.3m以下で、かつ、床面積
の合計が10㎡以内のもの
(2)　車庫、駐輪場の用途に
供し、軒の高さが2.3m以下
のもの
(3)　出窓等で、外壁等の中
心線の長さの合計が3m以下
のもの



 理 由

　別所脇屋地区は地区内に位置する別所工業団地と共に群馬県及び太田市の関連計画において産業拠点として

位置づけられており、地域の発展と活性化を担う地区として、工業的土地利用が求められている。

　当該地区は既に工業的土地利用が進んでいるため、既成市街地要件によって市街化区域に編入するのに伴い、

工業専用地域及び準工業地域の用途地域設定と併せて、主に店舗・商業用途の建築物等を規制するための地区

計画へと変更することで、用途の混在を抑制し、周辺環境と調和した良好な工業地の形成及び維持保全を図り、

適正かつ合理的な土地利用を誘導するものである。



総括図　（Ａ０） Ｓ＝１／２５，０００
　　　　　 （Ａ３） Ｓ＝１／７０，０００

地区名 別所脇屋地区

変更前面積 約30.7ha

変更後面積 約32.8ha



計　　画　　図 縮尺　A1:S=1/2500（A3:S=1/5000）
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坂本工業

多目的グラウンド

テニス

コート

Ⓟ

ｂ

ｆ

ａ

ｈ

ｅ

ｄ ｃ
ｇ

Ａ地区

Ｂ地区

Ｃ地区

Ｄ地区

Ｂ地区

地区名 別所脇屋地区

変更前面積 約３0．７ha

変更後面積 約３２．８ha

凡　　　　　　　　例

区　域　界（変更前）

区　域　界（変更後）

地　区　界（変更後）

番　　　号 区 域 界 名 称

１～２ 道路端(南側)

２～３ 道路端(西側)

３～４ 道路端(南側)

４～５ 道路端(西側)

５～６ 道路端(南側)

６～７ 道路端(西側)

７～９ 筆界

９～１０ 道路端(北側)

１０～１１ 道路(水路含む)端(西側)

１１～１２ 道路(水路含む)端(南側)

１２～１３ 道路(水路含む)端(西側)

１３～１４ 道路端(北側)

１４～１５ 水路端(東側)

１５～１６ 道路端(北側)

１６～１７ 道路(水路含む)端(西側)

１７～１８ 道路端(北側)

１８～１９ 都市計画道路端(東側)

１９～１ 筆界

ａ～ｂ 都市計画道路端(南側)から５０ｍ

３～ｃ 道路端(西側)

ｃ～ｄ 筆界

ｄ～h 道路端(西側)

ｅ～ｆ 道路端（南側）

ｃ～ｇ 筆界の延長

ｇ～１４ 水路端（東側）

Ⓟ



地区施設配置図 縮尺　A1:S=1/2500（A3:S=1/5000）

Ⓟ

Ⓟ

Ⓟ

坂本工業

多目的グラウンド

テニス

コート

Ⓟ

Ａ地区

Ｂ地区

Ｃ地区

Ｄ地区

Ｂ地区

地区施設（道路A）

W=9m　L=360m

地区施設（道路B）

W=9m　L=230m

地区名 別所脇屋地区

面積 約３２．８ha

凡　　　　　　　　例

区　域　界

地　区　界

地区施設（道路）

Ⓟ



都市計画飯塚東矢島地区地区計画を次のように決定する。

名　　称 　飯塚東矢島地区地区計画

位　　置 　太田市飯塚町、西矢島町及び東矢島町の各一部

面　　積 　約58.6ha

太田都市計画地区計画の変更（太田市決定）

地区計画の目標

　本地区は太田市の南東部に位置し、学校、病院及び市民会館など文教厚生施設や、地域公共交通
の拠点であり、広域交通網との結節点ともなっているＢＵＳターミナルおおたが立地するほか、行
政センターや民間事業者による大型ショッピングモールも隣接するなど、市民生活に必要かつ不可
欠な施設が集積し、生活利便性の非常に高い地区となっている。
　よって、地区計画の策定により、地区内へ住宅立地需要を誘導し、既存施設や公共交通網の効率
的な維持にも寄与するとともに、魅力的で快適な市街地環境の形成を図ることを目標とする。

土地利用の方針
　健全かつ合理的な都市的土地利用により、良好な住宅市街地を創出し、既存の生活利便施設及び
公共交通施設の利用促進及び効率的な運営に貢献するとともに、市中心部地域の生活拠点にふさわ
しい快適かつ利便性の高い住環境の維持・保全に努める。

地区施設の整備の
方針

　本地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路を配置し、開
発許可基準及び他法令等に基づき、緑地及び空地等を適正に配置するよう努める。
　なお、雨水排水施設については設置後、施設管理者により流出抑制機能が継続できるよう、良好
な維持管理を行うものとする。

建築物等の整備の
方針

　地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、景観的な配慮を行い、かつ周辺環境との調和が図
られるよう、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等
の高さの最高限度及び建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。

道路

　道路Ａ　幅員6m　　延長約145m
　道路Ｂ　幅員6m　　延長約150m
　道路Ｃ　幅員6m　　延長約155m
　道路Ｄ　幅員8m　　延長約255m
　道路Ｅ　幅員6m　　延長約220m
　道路Ｆ　幅員6m　　延長約180m

雨水排水
施設

① 配置 ･･･ 地区施設配置図には、「都市計画法による市街化区域および市街化調
　　　　 　 整区域の区域区分と治水事業との調整措置等に関する方針について（昭
　　　　　  和45年1月8日局長通達）」に則り協議した結果（以下、「治水協議
　　　　 　 結果」とする。）に基づくおおむねの位置を示すものとする。
② 許容放流量 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。 
③ 必要調節容量 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。 
④ 放流先の位置 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。

地区の区分

地区の
名称

Ａ地区
（用途：第二種中高
層住居専用地域)

Ｂ地区
（用途：準住居地

域)

Ｃ地区
（用途：近隣商業地

域)

Ｄ地区
（用途：近隣商業地

域)

Ｅ地区
（用途：第一種住居

地域)

Ｆ地区
（用途：第一種中高
層住居専用地域)

地区の
面積

約4.5ha 約17.8ha 約6.2ha 約9.3ha 約11.7ha 約9.1ha

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針
 
地　

区　

整　

備　

計　

画

地区施設の
配置及び

規模

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の用途の
制限

　次に掲げる建築物
を建築してはならな
い。

(1)　風俗営業等の
規制及び業務の適正
化等に関する法律第
2条第1項、第6項か
ら第11項まで及び第
13項のいずれかに規
定する営業の用に供
するもの（建築基準
法別表第2（に）項
に規定されるものを
除く。）

　次に掲げる建築物
を建築してはならな
い。

(1)　店舗、事務所
その他これらに類す
るものでその用途に
供する部分の床面積
の合計が3,000㎡を
超えるもの
(2)　カラオケボッ
クスその他これに類
するもの
(3)　マージャン
屋、ぱちんこ屋、射
的場、勝馬投票券発
売所、場外車券売場
その他これらに類す
るもの

　次に掲げる建築物
を建築してはならな
い。

(1)　マージャン
屋、ぱちんこ屋、射
的場、勝馬投票券発
売所、場外車券売場
その他これらに類す
るもの
(2)　劇場、映画
館、演芸場若しくは
観覧場又はナイトク
ラブその他これに類
する建築基準法施行
令第130条の7の3に
規定するもの
(3)　倉庫業を営む
倉庫

　次に掲げる建築物
を建築してはならな
い。

(1)　Ｃ地区で建築
できないもの
(2)　ボーリング
場、スケート場、水
泳場その他これらに
類する建築基準法施
行令第130条の6の2
に規定する運動施設
（主たる建築物の就
業者の福利厚生のた
めの附帯施設として
設けるものは除
く。）

　次に掲げる建築物
を建築してはならな
い。

(1)　ホテル又は旅
館
(2)　ボーリング
場、スケート場、水
泳場その他これらに
類する建築基準法施
行令第130条の6の2
に規定する運動施設
（主たる建築物の就
業者の福利厚生のた
めの附帯施設として
設けるものは除
く。）
(3)　自動車教習所



　「区域は計画図表示のとおり」

 理 由

　飯塚東矢島地区は市の関連計画においても中心部地域の生活拠点として位置づけられており、公共交通網へのアクセス性

や生活利便性も非常に高い地区であることから、高密度住宅地としてふさわしい市街地形成を図るため、市街化区域へ編入

することに伴い、無指定から、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、準住居地域、近

隣商業地域への用途地域設定と併せて、地区計画の指定を行い、地区の特性に応じた合理的な建築物及び土地利用の規制及

び誘導により、地区内の良好な住環境の創出及び保全と周辺環境とも調和した市街地形成を図るものである。

建築物の敷地面積
の最低限度

- -

200㎡
(ただし、公共の
用に供するものに
ついては、この限

りでない。)

- - -

壁面の位置の
制限

　建築物の壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1m以上とする。（隅切り部分は
除く。）
　ただし、当該距離に満たない距離にある次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
については、適用しない。

(1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が10㎡以内
のもの
(2) 車庫、駐輪場の用途に供し、軒の高さが2.3m以下のもの
(3) 出窓等で、外壁等の中心線の長さの合計が3m以下のもの

建築物等の高さの
最高限度

20m - 20m

建築物等の形態
又は色彩その他の

意匠の制限

　建築物の外壁・屋根及び広告物は、美観を損なうような色彩、装飾を避け、周囲との調和を図る
よう努めるものとする。

(4)　劇場、映画
館、演芸場若しくは
観覧場又はナイトク
ラブその他これに類
する建築基準法施行
令第130条の7の3に
規定するもの
(5)　倉庫業を営む
倉庫
(6)　畜舎（15㎡を
超えないものを除
く。）
(7)　廃棄物の処理
及び清掃に関する法
律第2条第2項に規定
する一般廃棄物又は
第4項に規定する産
業廃棄物の処理施設
（工場その他の建築
物に附属するもの
で、当該建築物にお
いて生じた廃棄物の
みの処理に供するも
のを除く。）
(8)　風俗営業等の
規制及び業務の適正
化等に関する法律第
2条第1項、第6項か
ら第11項まで及び第
13項のいずれかに規
定する営業の用に供
するもの（前各号及
び建築基準法別表第
2（と）項に規定さ
れるものを除く。）

(4)　畜舎（15㎡を
超えないものを除
く。）
(5)　工場（自動車
修理工場及び店舗に
附属する作業場を除
く。）
(6)　建築基準法別
表第2（と）項第4号
に掲げるもの
(7)　風俗営業等の
規制及び業務の適正
化等に関する法律第
2条第1項、第6項か
ら第11項まで及び第
13項のいずれかに規
定する営業の用に供
するもの（前各号及
び建築基準法別表第
2（り）項に規定さ
れるものを除く。）

(3)　カラオケボッ
クスその他これに類
するもの
(4)　ホテル又は旅
館
(5)　自動車教習所

(4)　畜舎（15㎡を
超えないものを除
く。）
(5)　廃棄物の処理
及び清掃に関する法
律第2条第2項に規定
する一般廃棄物又は
第4項に規定する産
業廃棄物の処理施設
（工場その他の建築
物に附属するもの
で、当該建築物にお
いて生じた廃棄物の
みの処理に供するも
のを除く。）
(6)　風俗営業等の
規制及び業務の適正
化等に関する法律第
2条第1項、第6項か
ら第11項まで及び第
13項のいずれかに規
定する営業の用に供
するもの（前各号及
び建築基準法別表第
2（ほ）項に規定さ
れるものを除く。）



総括図　（Ａ０） Ｓ＝１／２５，０００
　　　　　 （Ａ３） Ｓ＝１／７０，０００

地区名 飯塚東矢島地区

面　 積 約５８．６ha



計　　画　　図 縮尺　A1:S=1/2500（A3:S=1/5000）
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ｐ

ｑ
ｒ

凡　　　　　　　　例

区　域　界

地　区　界

番　　　号 区 域 界 名 称

１～２ 道路端(北側)

２～３ 水路端(東側)

３～４ 道路端(東側)

４～５ 道路端(北側)

５～６ 市街化区域界

６～７ 水路端(東側)

７～８ 水路端(南側)

８～９ 道路端(南側)

９～１０ 道路端(東側)

１０～１１ 道路端(南側)

１１～１２ 水路端(西側)

１２～１３ 筆界

１３～１４ 道路端(東側)

１４～１５ 道路端(南側)

１５～１６ 道路端(東側)

１６～１８ 道路端(南側)

１８～１ 道路端(西側)

ａ～ｂ 道路端(東側)

ｂ～ｃ 筆界

ｃ～ｄ 道路端(西側)

ｄ～ｅ 道路端(南側)

ｅ～ｆ 道路端(東側)

ｆ～ｇ 筆界

ｈ～ｉ 筆界

ｉ～ｊ 道路端(東側)

ｊ～ｋ 筆界

ｋ～ｌ 筆界の延長

ｍ～４ 道路端(北側)

ｎ～ｏ 道路端(南側)から３０ｍ

ｏ～１２ 水路端(西側)

ｐ～９ 道路端(南側)

８～ｑ 道路端(西側)

ｑ～ｒ 道路端(南側)から３０ｍ

Ａ地区

Ｂ地区

Ｃ地区

Ｄ地区

Ｅ地区

Ｆ地区

Ｆ地区

地区名 飯塚東矢島地区

面   積 約５８．６ha



地区施設配置図 縮尺　A1:S=1/2500（A3:S=1/5000）

１

Ａ地区

Ｂ地区

Ｃ地区

Ｄ地区

Ｅ地区

Ｆ地区

Ｆ地区

地区施設［道路Ｄ］

Ｗ=８ｍ　Ｌ=約２５５ｍ

地区施設［道路Ｅ］

Ｗ=６ｍ　Ｌ=約２２０ｍ

地区施設［道路Ｆ］

Ｗ=６ｍ　Ｌ=約１８０ｍ

地区施設［道路Ａ］

Ｗ=６ｍ　Ｌ=約１４５ｍ

地区施設［道路Ｂ］

Ｗ=６ｍ　Ｌ=約１５０ｍ

地区施設［道路Ｃ］

Ｗ=６ｍ　Ｌ=約１５５ｍ

地区名 飯塚東矢島地区

面   積 約５８．６ha

凡　　　　　　　　例

区　域　界

地　区　界

地区施設（道路）

地区施設（調整池）

一次放流先

※調整池の配置及び放流先は、
　  おおよその位置とする。



都市計画富若地区地区計画を次のように決定する。

名　　称 　富若地区地区計画

位　　置 　太田市富若町及び東新町の各一部

面　　積 　約8.2ha

太田都市計画地区計画の変更（太田市決定）

地区計画の目標

　本地区は太田市の北東部に位置する太田東部工業団地に隣接しており、当該工業団地
を中心に工業的土地利用が図られている。
　北部には国道50号が通り、北関東自動車道太田桐生インターチェンジにも近接してお
り、工業的土地利用を図る上での交通環境は良好である。
　そこで、地区計画の策定により、産業集積を図るに相応しい良好な工業環境の創出と
保全、及び周辺環境とも調和した魅力と活気あふれる工業用地の形成を図ることを目標
とする。

土地利用の方針
　本地区は、健全かつ合理的な工業的土地利用により、周辺環境と調和のとれた
新たな工業用地として地域産業発展に寄与する企業及び施設等の誘導、集積を図る。

地区施設の整備の
方針

　本地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路、
調整池を配置し、個別の開発区域内においても、他法令等に基づき、緑地及び空地等を
適正に配置するよう努める。
　なお、調整池については設置後、施設管理者により流出抑制機能が継続できるよう、
良好な維持管理を行うものとする。

建築物等の整備の
方針

　地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、景観的な配慮を行い、かつ周辺環境と
の調和が図られるよう、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の
位置の制限、建築物等の高さの最高限度及び建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制
限を定める。

その他当該地区の整
備、開発及び保全に関

する方針
　工場等の立地に際しては、敷地内の緑化及び緩衝帯としての緑地の設置に努める。

道路
　道路Ａ　　幅員12m　　延長約120m
　道路Ｂ　　幅員12m　　延長約60m

調整池

① 配置 ･･･ 地区施設配置図には、「都市計画法による市街化区域および市街化調
　　　　 　 整区域の区域区分と治水事業との調整措置等に関する方針について
　　　　　　（昭和45年1月8日局長通達）」に則り協議した結果（以下、「治
　　　　　　水協議結果」とする。）に基づくおおむねの位置を示すものとする。
② 許容放流量 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。 
③ 必要調節容量 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。 
④ 放流先の位置 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
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全
に
関
す
る
方
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地区施設の
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建築物等の
用途の制限

　次に掲げる建築物を建築してはならない。

(1)　住宅
(2)　共同住宅、寄宿舎又は下宿
(3)　物品販売業を営む店舗又は飲食店(主たる建築物の就業者の福利厚生のための附帯
施設として設けるものは除く。)
(4)　学校（幼保連携型認定こども園を除く。）
(5)　神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(6)　図書館、博物館その他これらに類するもの
(7)　公衆浴場
(8)　診療所（主たる建築物の就業者の福利厚生のための附帯施設として設けるものは
除く。）
(9)　病院（主たる建築物の就業者の福利厚生のための附帯施設として設けるものは除
く。）
(10)　老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
(11)　老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
(12)　畜舎
(13)　ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第
130条の6の2に規定する運動施設（主たる建築物の就業者の福利厚生のための附帯施設
として設けるものは除く。）
(14)　マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他こ
れらに類するもの
(15)　ホテル又は旅館
(16)　自動車教習所



　「区域は計画図表示のとおり」

 理 由

　富若地区は隣接する太田東部工業団地と共に群馬県及び太田市の関連計画において産業拠点として位置づけ

られており、地域の発展と活性化を担う地区として、工業的土地利用が求められている。

　今回、民間事業者による工業用地造成の実施が確実となったことから、市街化区域に編入するのに伴い、準

工業地域の用途地域指定と併せて、主に店舗・商業用途の建築物等を規制するための地区計画を指定すること

で、用途の混在を抑制し、周辺環境と調和した良好な工業地の形成及び維持保全を図り、適正かつ合理的な土

地利用を誘導するものである。

建築物の敷地面積
の最低限度

1,000㎡
(ただし、工場、事務所、倉庫(倉庫業を含む。)に限る。)

壁面の位置の
制限

　建築物の壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地、緑地、水路若しくは調
整池（以下「隣地等」という。）の境界線までの距離は、次に掲げる数値とする。（た
だし、隅切り部分は除く。）

(1) 道路境界線については3m以上
(2) 隣地等境界線については1m以上

建築物等の高さの
最高限度

25m

建築物等の形態
又は色彩その他の

意匠の制限

　建築物の外壁・屋根及び広告物は、美観を損なうような色彩、装飾を避け、周囲との
調和を図るよう努めるものとする。

(17)　劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する建築
基準法施行令第130条の7の3に規定するもの
(18)　カラオケボックスその他これに類するもの
(19)　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項に規定する一般廃棄物又は第4項
に規定する産業廃棄物の処理施設（工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物
において生じた廃棄物のみの処理に供するものを除く。）
(20)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11
項まで及び第13項のいずれかに規定する営業の用に供するもの（前各号及び建築基準法
別表第2（る）項に規定されるものを除く。）



総括図　（Ａ０） Ｓ＝１／２５，０００
　　　　　 （Ａ３） Ｓ＝１／７０，０００

地区名 富若地区

面積 約8.2ha



計　　画　　図 縮尺　A3:S=1/2500

１

２

３

４

６

７

８

９

太陽光発電

太陽光発電

太陽光発電

太陽光発電

太陽光発電５

７

凡　　　　　　　　例

区　域　界

番　　　号 区 域 界 名 称

１～２ 道路(水路含む)端(北側)

２～３ 道路端(東側)

３～４ 道路(水路含む)端(南側)

４～５ 道路(水路含む)端(西側)

５～６ 道路(水路含む)端(南側)

６～７ 道路端(西側)

７～８ 道路(水路含む)端(南側)

８～１ 道路端(東側)

地区名 富若地区

面   積 約　８．２ha



地区施設配置図 縮尺　A3:S=1/2500

太陽光発電

太陽光発電

太陽光発電

太陽光発電

太陽光発電

地区名 富若地区

面   積 約　８．２ha

調整池

地区施設（道路Ａ）

W=12m　L=約120m

地区施設（道路Ｂ）

W=12m　L=約60m

凡　　　　　　　　例

区　域　界

地区施設（道路）

地区施設（調整池）

一次放流先

※調整池の配置及び放流先は、
　  おおよその位置とする。



都市計画只上地区地区計画を次のように決定する。

名　　称 　只上地区地区計画

位　　置 　太田市只上町及び東新町の各一部

面　　積 　約9.2ha

太田都市計画地区計画の変更（太田市決定）

地区計画の目標

　本地区は太田市の北東部に位置する太田東部工業団地に隣接しており、当該工業団地
を中心に工業的土地利用が図られている。
　南部には国道50号が通り、北関東自動車道太田桐生インターチェンジにも近接してお
り、工業的土地利用を図る上での交通環境は良好である。
　そこで、地区計画の策定により、産業集積を図るに相応しい良好な工業環境の創出と
保全、及び周辺環境とも調和した魅力と活気あふれる工業用地の形成を図ることを目標
とする。

土地利用の方針
　本地区は、健全かつ合理的な工業的土地利用により、周辺環境と調和のとれた
新たな工業用地として地域産業発展に寄与する企業及び施設等の誘導、集積を図る。

地区施設の整備の
方針

　本地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路、
調整池を配置し、個別の開発区域内においても、他法令等に基づき、緑地及び空地等を
適正に配置するよう努める。
　なお、調整池については設置後、施設管理者により流出抑制機能が継続できるよう、
良好な維持管理を行うものとする。

建築物等の整備の
方針

　地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、景観的な配慮を行い、かつ周辺環境と
の調和が図られるよう、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の
位置の制限、建築物等の高さの最高限度及び建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制
限を定める。

その他当該地区の整
備、開発及び保全に関

する方針
　工場等の立地に際しては、敷地内の緑化及び緩衝帯としての緑地の設置に努める。

道路
　道路Ａ　幅員　9m　　延長約120m
　道路Ｂ　幅員　9m　　延長約510m
　道路Ｃ　幅員 10m　　延長約240m

調整池

① 配置 ･･･ 地区施設配置図には、「都市計画法による市街化区域および市街化調
　　　　 　 整区域の区域区分と治水事業との調整措置等に関する方針について
　　　　　　（昭和45年1月8日局長通達）」に則り協議した結果（以下、「治
　　　　　　水協議結果」とする。）に基づくおおむねの位置を示すものとする。
② 許容放流量 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。 
③ 必要調節容量 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。 
④ 放流先の位置 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。
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建築物等の
用途の制限

　次に掲げる建築物を建築してはならない。

(1)　住宅
(2)　共同住宅、寄宿舎又は下宿
(3)　物品販売業を営む店舗又は飲食店(主たる建築物の就業者の福利厚生のための附帯
施設として設けるものは除く。)
(4)　学校（幼保連携型認定こども園を除く。）
(5)　神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(6)　図書館、博物館その他これらに類するもの
(7)　公衆浴場
(8)　診療所（主たる建築物の就業者の福利厚生のための附帯施設として設けるものは
除く。）
(9)　病院（主たる建築物の就業者の福利厚生のための附帯施設として設けるものは除
く。）
(10)　老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
(11)　老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
(12)　畜舎
(13)　ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第
130条の6の2に規定する運動施設（主たる建築物の就業者の福利厚生のための附帯施設
として設けるものは除く。）
(14)　マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他こ
れらに類するもの



　「区域は計画図表示のとおり」

 理 由

　只上地区は隣接する太田東部工業団地と共に群馬県及び太田市の関連計画において産業拠点として位置づけ

られており、地域の発展と活性化を担う地区として、工業的土地利用が求められている。

　今回、民間事業者による工業用地造成の実施が確実となったことから、市街化区域に編入するのに伴い、準

工業地域の用途地域指定と併せて、主に店舗・商業用途の建築物等を規制するための地区計画を指定すること

で、用途の混在を抑制し、周辺環境と調和した良好な工業地の形成及び維持保全を図り、適正かつ合理的な土

地利用を誘導するものである。

建築物の敷地面積
の最低限度

1,000㎡
(ただし、工場、事務所、倉庫(倉庫業を含む。)に限る。)

壁面の位置の
制限

　建築物の壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地、緑地、水路若しくは調
整池（以下「隣地等」という。）の境界線までの距離は、次に掲げる数値とする。（た
だし、隅切り部分は除く。）

(1)　道路境界線については3m以上
(2)　区域界となる隣地等境界線については3m以上
(3)　その他の隣地等境界線については1m以上

建築物等の高さの
最高限度

25m

建築物等の形態
又は色彩その他の

意匠の制限

　建築物の外壁・屋根及び広告物は、美観を損なうような色彩、装飾を避け、周囲との
調和を図るよう努めるものとする。

(15)　ホテル又は旅館
(16)　自動車教習所
(17)　劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する建築
基準法施行令第130条の7の3に規定するもの
(18)　カラオケボックスその他これに類するもの
(19)　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項に規定する一般廃棄物又は第4項
に規定する産業廃棄物の処理施設（工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物
において生じた廃棄物のみの処理に供するものを除く。）
(20)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11
項まで及び第13項のいずれかに規定する営業の用に供するもの（前各号及び建築基準法
別表第2（る）項に規定されるものを除く。）



総括図　（Ａ０） Ｓ＝１／２５，０００
　　　　　 （Ａ３） Ｓ＝１／７０，０００

地区名 只上地区

面積 約9.2ha



計　　画　　図 縮尺　A3:S=1/2500

１

２

３

４

５

６７

８

１２

１３

１４

１５

１６

９

１０

１１

凡　　　　　　　　例

区　域　界

番　　　号 区 域 界 名 称

１～２ 水路端(北側)

２～３ 水路端(西側)

３～４ 水路端(北側)

４～５ 道路端(東側)

５～７ 道路端(南側)

７～８ 水路端(西側)

８～９ 水路端(西側)

９～１０ 水路端(南側)

１０～１１ 水路端(東側)

１１～１２ 道路端(南側)

１２～１３ 道路端(東側)

１３～１４ 道路端(南側)

１４～１５ 道路端(西側)

１５～１６ 水路端(南側)

１６～１ 道路端(東側)

地区名 只上地区

面   積 約　９．２ha



地区施設配置図 縮尺　A3:S=1/2500

地区名 只上地区

面   積 約　９．２ha

調整池①

調整池②

調整池③

市
排

水
路

2

市
排

水
路1

地区施設（道路Ｂ）

W=9m　L=約510m

地区施設（道路A）

W=9m　L=約120m

地区施設（道路Ｃ）

W=10m　L=約240m

※調整池の配置及び放流先は、
　  おおよその位置とする。

凡　　　　　　　　例

区　域　界

地区施設（道路）

地区施設（調整池）

一次放流先



都市計画別所脇屋新田小金井地区地区計画を次のように決定する。

名　　称 　別所脇屋新田小金井地区地区計画

位　　置 　太田市別所町、脇屋町及び新田小金井町の各一部

面　　積 　約34.8ha

太田都市計画地区計画の変更（太田市決定）

地区計画の目標

　本地区は太田市の中央部に位置し、南側には東西に主要地方道前橋館林線が通り、南
北には太田強戸スマートICから一般国道354号までを結ぶ都市計画道路太田北部幹線及び
太田西部幹線が計画され、交通環境は良好であるため、隣接する新田東部工業団地及び
別所工業団地と共に計画的な産業拠点形成を図るべき地区である。
　民間活力・創意工夫をいかした、産業拠点としてふさわしい良好な工業環境の創出と
保全、及び周辺環境とも調和した魅力と活気あふれる工業団地の形成を図ることを目標
とする。

土地利用の方針

　本地区は、産業拠点として健全かつ合理的な工業的土地利用により、周辺環境と調和
の取れた新たな工業用地として地域産業発展に寄与する企業及び施設等の誘導、集積を
図る。

地区施設の整備の
方針

　本地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区整備計画に
即して道路、調整池を設置し、個別の開発区域においても他法令に基づき緑地及び空地
を適正に配置するように努める。なお、調整池については設置後、施設管理者により流
出抑制機能が継続できるよう、良好な維持管理を行うものとする。

建築物等の整備の
方針

　地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、景観的な配慮を行い、かつ周辺環境と
の調和が図られるよう、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の
建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さ
の最高限度及び建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。

その他当該地区の整

備、開発及び

保全に関する方針

　工場等の立地に際しては、敷地内の緑化及び緩衝帯としての緑地の設置に努める。

道路

　道路Ａ　幅員10m 　延長約265m
　道路Ｂ　幅員9m　　延長約330m
　道路Ｃ　幅員9m　　延長約540m
　道路Ｄ　幅員9m　　延長約280m

公共空地 　１箇所　約0.3ha

調整池

① 配置 ･･･ 地区施設配置図には、「都市計画法による市街化区域および市街化調
　　　　 　 整区域の区域区分と治水事業との調整措置等に関する方針について
　　　　　　（昭和45年1月8日局長通達）」に則り協議した結果（以下、「治
　　　　　　水協議結果」とする。）に基づくおおむねの位置を示すものとする。
② 許容放流量 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。 
③ 必要調節容量 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。 
④ 放流先の位置 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。

地区の
区分

地区の
名称

Ａ地区
(用途：工業専用地域)

Ｂ地区
(用途：準工業地域)

Ｃ地区
(用途：準工業地域)

地区の
面積

約16.3ha 約8.6ha 約6.6ha

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

　

地　

区　

整　

備　

計　

画

地区施設の
配置及び
規模

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の
用途の制限

　次に掲げる建築物を建築してはな
らない。

(1)　カラオケボックスその他これ
に類するもの
(2)　神社、寺院、教会その他これ
らに類するもの
(3)　公衆浴場
(4)　診療所（主たる建築物の就業
者の福利厚生のための附帯施設とし
て設けるものは除く。）
(5)　老人福祉センター、児童厚生
施設その他これらに類するもの
(6)　自動車教習所

　次に掲げる建築物を建築してはな
らない。

(1)　住宅
(2)　共同住宅、寄宿舎又は下宿
(3)　物品販売業を営む店舗又は飲
食店(主たる建築物の就業者の福利
厚生のための附帯施設として設ける
ものは除く。)
(4)　学校（幼保連携型認定こども
園を除く。）
(5)　神社、寺院、教会その他これ
らに類するもの

　次に掲げる建築物を建築してはな
らない。

(1)　Ｂ地区で建築できないもの
（(2)、(3)及び(12)を除く。）
(2)　畜舎(15㎡を超えないものを除
く。)



建築物の敷地面積
の最低限度

1,000㎡
(ただし、工場、事務所、倉庫
(倉庫業を含む。)に限る。)

1,000㎡
(ただし、工場、事務所、倉庫
(倉庫業を含む。)に限る。)

-

壁面の位置の
制限

　建築物の壁又はこれに代わる柱の
面から道路境界線又は隣地、緑地、
水路若しくは調整池（以下「隣地
等」という。）の境界線までの距離
は、1m以上とする。（ただし、隅切
り部分は除く。）

　建築物の壁又はこれに代わる柱の
面から道路境界線又は隣地、緑地、
水路若しくは調整池（以下「隣地
等」という。）の境界線までの距離
は、次に掲げる数値とする。（ただ
し、隅切り部分は除く。）

(1)　計画図2に示す道路境界線及び
隣地等境界線については3m以上
(2)　(1)以外については1m以上

-

建築物等の高さの
最高限度

31m 20m 31m

建築物等の形態
又は色彩その他の

意匠の制限

　建築物の外壁・屋根及び広告物は、美観を損なうような色彩、装飾を避け、周囲との
調和を図るよう努めるものとする。

(7)　畜舎
(8)　廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律第2条第2項に規定する一般廃
棄物又は第4項に規定する産業廃棄
物の処理施設(工場その他の建築物
に附属するもので、当該建築物にお
いて生じた廃棄物のみの処理に供す
るものを除く。)
(9)　風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律第2条第1項、
第6項から第11項まで及び第13項の
いずれかに規定する営業の用に供す
るもの（前各号及び建築基準法別表
第2（わ）項に規定されるものを除
く。）

(6)　図書館、博物館その他これら
に類するもの
(7)　公衆浴場
(8)　診療所（主たる建築物の就業
者の福利厚生のための附帯施設とし
て設けるものは除く。）

(9)　病院（主たる建築物の就業者
の福利厚生のための附帯施設として
設けるものは除く。）
(10)　老人ホーム、福祉ホームその
他これらに類するもの
(11)　老人福祉センター、児童厚生
施設その他これらに類するもの
(12)　畜舎
(13)　ボーリング場、スケート場、
水泳場その他これらに類する建築基
準法施行令第130条の6の2に規定す
る運動施設（主たる建築物の就業者
の福利厚生のための附帯施設として
設けるものは除く。）
(14)　マージャン屋、ぱちんこ屋、
射的場、勝馬投票券発売所、場外車
券売場その他これらに類するもの
(15)　ホテル又は旅館
(16)　自動車教習所
(17)　劇場、映画館、演芸場若しく
は観覧場又はナイトクラブその他こ
れに類する建築基準法施行令第130
条の7の3に規定するもの
(18)　カラオケボックスその他これ
に類するもの
(19)　廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律第2条第2項に規定する一般廃
棄物又は第4項に規定する産業廃棄
物の処理施設（工場その他の建築物
に附属するもので、当該建築物にお
いて生じた廃棄物のみの処理に供す
るものを除く。）
(20)　風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律第2条第1項、
第6項から第11項まで及び第13項の
いずれかに規定する営業の用に供す
るもの（前各号及び建築基準法別表
第2（る）項に規定されるものを除
く。）



　「区域は計画図表示のとおり」

 理 由

　別所脇屋新田小金井地区は群馬県及び太田市の関連計画において産業拠点として位置付けられており、地域

の発展と活性化を担う地区として、隣接する新田東部工業団地とともに工業的土地利用が求められている。

　今回、民間事業者による工業用地開発事業の実施が確実であることから、市街化区域への編入及び準工業地

域、工業地域及び工業専用地域の用途地域設定と併せて、用途の混在を抑制し周辺環境と調和した良好な工業

地の形成及び維持保全を図るために地区計画を指定するものである。

地区の
区分

地区の
名称

Ｄ地区
(用途：工業地域)

Ｅ地区
(用途：工業地域)

地区の
面積

約0.6ha 約2.7ha

建築物の敷地面積
の最低限度

- -

壁面の位置の
制限

- -

建築物等の高さの
最高限度

31m

建築物等の形態
又は色彩その他の

意匠の制限

　建築物の外壁・屋根及び広告物は、美観を損なうような色彩、装飾を避け、周囲との
調和を図るよう努めるものとする。

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の
用途の制限

　次に掲げる建築物を建築してはならない。

(1)　ボーリング場、スケート場、水泳場その他これら
に類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運
動施設（主たる建築物の就業者の福利厚生のための附
帯施設として設けるものは除く。）
(2)　カラオケボックスその他これに類するもの
(3)　マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券
発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(4)　図書館、博物館その他これらに類するもの

(5)　神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(6)　公衆浴場
(7)　診療所（主たる建築物の就業者の福利厚生のため
の附帯施設として設けるものは除く。）
(8)　老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するも
の
(9)　老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに
類するもの
(10)　自動車教習所
(11)　畜舎(15㎡を超えないものを除く。)
(12)　建築基準法別表第2(る)項第1号及び第2号に掲げ
るもの
(13)　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項
に規定する一般廃棄物又は第4項に規定する産業廃棄物
の処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当
該建築物において生じた廃棄物のみの処理に供するも
のを除く。)
(14)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律第2条第1項、第6項から第11項まで及び第13項のい
ずれかに規定する営業の用に供するもの（前各号及び
建築基準法別表第2（を）項に規定されるものを除
く。）

　次に掲げる建築物を建築してはならない。

(1)　Ｄ地区で建築できないもの（(12)を除く。）
(2)　一戸建ての住宅



総括図　（Ａ０） Ｓ＝１／２５，０００
　　　　　 （Ａ３） Ｓ＝１／７０，０００

地区名 別所脇屋新田小金井地区

面積 約34.8ha



計　　画　　図　　１ 縮尺　A1:S=1/2500（A3:S=1/5000）
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ｃ

ｄ

ｅ ｆ

凡　　　　　　　　例

区　域　界

地　区　界

番　　　号 区 域 界 名 称

１～２ 道路端(南側)

２～３ 水路端(東側)

３～４ 道路端(北側)

４～５ 道路端(西側)

５～６ 道路端(北側)

６～１ 道路端(西側)

７～８ 道路(水路含む)端(南側)

８～９ 市街化区域界

９～１１ 筆界

１１～１２ 市街化区域界

１２～１３ 筆界

１３～１４ 道路端(南側)

１４～１５ 道路端(東側)

１５～１７ 筆界

１７～１８ 水路端(北側)

１８～１９ 水路端(西側)

１９～２０ 筆界

２０～２１ 道路端(西側)

２１～２２ 水路端(南側)

２２～２３ 水路端(東側)

２３～２４ 筆界

２４～２５ 水路端(南側)

２５～２６ 道路端(西側)

２６～２７ 水路端(田島堀西側)

２７～２８ 道路端(北側)

２８～２９ 道路端(東側)

２９～３０ 道路端(南側)

３０～３２ 道路端(東側)

３２～３３ 筆界

３３～３４ 水路端(東側)

３４～３５ 道路端(北側)

３５～３６ 水路端(東側)

３６～３７ 水路端(北側)

３７～３８ 水路端(川島堀東側)

３８～３９ 道路端(南側)

３９～７ 道路(水路含む)端(東側)

１５～ａ 道路端(東側)

ｂ～ｄ 道路中央

ｄ～３７ 道路中央

２２～ｄ 道路中央

１２～f 筆界

Ａ地区

Ａ地区

C地区

D地区

E地区

B地区

地区名 別所脇屋新田小金井地区

面   積 約３４．８ha



計　　画　　図　２ 縮尺　A1:S=1/2500（A3:S=1/5000）

Ａ地区

Ａ地区

C地区

D地区

E地区

B地区

地区名 別所脇屋新田小金井地区

面   積 約３４．８ha

凡　　　　　　　　例

区　域　界

地　区　界

道路境界線及び隣地等境界線



地区施設配置図 縮尺　A1:S=1/2500（A3:S=1/5000）

Ａ地区

Ａ地区

C地区

D地区

E地区

B地区

地区名 別所脇屋新田小金井地区

面   積 約３４．８ha

地区施設（道路A）

W=10ｍ　L=約265ｍ

調整池①

地区施設（道路B）

W=9ｍ　L=約330ｍ

地区施設（道路C）

W=9ｍ　L=約540ｍ

地区施設（道路D）

W=9ｍ　L=約280ｍ

調整池②

調整池③

調整池④

調整池⑤
調整池⑥

調整池⑦

凡　　　　　　　　例

区　域　界

地　区　界

地区施設（道路）

地区施設（公共空地）

地区施設（調整池）

一次放流先

※調整池の配置及び放流先は、
　  おおよその位置とする。

地区施設

（公共空地）
約0.3ha



都市計画新田上中地区計画を次のように決定する。

名　　称 　新田上中地区地区計画

位　　置 　太田市新田上中町の一部

規　　模 　約7.3ha

太田都市計画地区計画の変更（太田市決定）

地区計画の目標

  本地区は、太田市の西端部に位置する境北部工業団地に隣接しており、国道17号上武
道路及び主要地方道前橋館林線に近接するなど、交通環境に恵まれた地区である。
　隣接する伊勢崎市に跨る境北部工業団地については、本市の基幹産業である輸送用機
器製造業に加え、多様な業種の工場が立地する工業団地となっていることから、本地区
が当該工業団地と一体となり、本市の産業拠点として、新たな基幹産業の育成及び工業
都市としての更なる発展・活性化を担うため、地区計画の策定により、地区の特性に応
じた良好な市街地環境の形成を図ることを目標とする。

土地利用の方針
　本地区は、健全かつ合理的な工業的土地利用により、周辺環境とも調和の取れた新た
な工業用地として産業機能の維持・拡充を図り、生産性の高い工業拠点機能の強化を図
る。

地区施設の整備の
方針

　本地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路を
配置し、地区内における個別の開発区域内においては、地区内の雨水排水を適正に処理
するための調整池等を設置し、放流先の処理能力に応じた放流量に抑制するとともに、
他法令等に基づき、緑地及び空地等を適正に配置する。
　なお、調整池については設置後、施設管理者により流出抑制機能が継続できるよう、
良好な維持管理を行うものとする。

建築物等の整備の
方針

  地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、景観的な配慮を行い、かつ周辺環境と
の調和が図られるよう、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の
位置の制限、建築物等の高さの最高限度及び建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制
限を定める。　

その他当該地区の整
備、開発及び保全に関

する方針
　工場等の立地に際しては、敷地内の緑化及び緩衝帯としての緑地の設置に努める。

道路
　道路Ａ　幅員10m　　延長約280m
　道路Ｂ　幅員 2m　　延長約260m　※伊勢崎市道含め　幅員8m

調整池

① 配置 ･･･ 地区施設配置図には、「都市計画法による市街化区域および市街化調
　　　　 　 整区域の区域区分と治水事業との調整措置等に関する方針について
　　　　　　（昭和45年1月8日局長通達）」に則り協議した結果（以下、「治
　　　　　　水協議結果」とする。）に基づくおおむねの位置を示すものとする。
② 許容放流量 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。 
③ 必要調節容量 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。 
④ 放流先の位置 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。

建築物の敷地面積
の最低限度

1,000㎡
(ただし、工場、事務所、倉庫(倉庫業を含む。)に限る。)

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

 
地　

区　

整　

備　

計　

画

地区施設の
配置及び規

模

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の
用途の制限

　次に掲げる建築物を建築してはならない。

(1)　カラオケボックスその他これに類するもの
(2)　神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(3)　公衆浴場
(4)　診療所(主たる建築物の就業者の福利厚生のための附帯施設として設けるものは除
く。)
(5)　老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
(6)　自動車教習所
(7)　畜舎
(8)　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項に規定する一般廃棄物又は第4項に
規定する産業廃棄物の処理施設（工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物に
おいて生じた廃棄物のみの処理に供するものを除く。）
(9)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11項
まで及び第13項のいずれかに規定する営業の用に供するもの（前各号及び建築基準法別
表第2（わ）項に規定されるものを除く。）



　「区域は計画図表示のとおり」

 理 由

　新田上中地区は群馬県及び太田市の関連計画において産業拠点として位置づけられており、地域の発展と

活性化を担う地区として、隣接する境北部工業団地とともに工業的土地利用が求められている。

　今回、民間事業者による工業用地造成事業の実施が確実となったことから、市街化区域に編入するのに伴

い、工業専用地域の用途地域指定と併せて、地区計画の指定を行い、地区の特性に応じた合理的な建築物及

び土地利用の規制及び誘導により、地区内の良好な工業環境の創出及び保全と周辺環境とも調和した市街地

形成を図るものである。

壁面の位置の
制限

　建築物の壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地、緑地、水路若しくは調
整池（以下「隣地等」という。）の境界線までの距離は、次に掲げる数値とする。（た
だし、隅切り部分は除く。）
(1)　道路境界線については3m以上
(2)　隣地等境界線については1m以上

建築物等の高さの
最高限度

31m

建築物等の形態
又は色彩その他の

意匠の制限

　建築物の外壁・屋根及び広告物は、美観を損なうような色彩、装飾を避け、周囲との
調和を図るよう努めるものとする。



総括図　（Ａ０） Ｓ＝１／２５，０００
　　　　　 （Ａ３） Ｓ＝１／７０，０００

地区名 新田上中地区

面　 積 約７．３ha



計　　画　　図 縮尺　A3:S=1/2500

１
２
３
４

５
６７

８

９
１０

１１
１２

地区名 新田上中地区

面   積 約　７．３ha

凡　　　　　　　　例

区　域　界

番　　　号 区 域 界 名 称

１～２ 道路北側

２～４ 道路隅切り

４～５ 道路東側

５～６ 道路隅切り

６～８ 道路北側

８～１ 筆界(都市計画区域界)



地区施設配置図 縮尺　A3:S=1/2500

地区名 新田上中地区

面   積 約　７．３ha

地区施設［道路Ａ］

Ｗ=１０ｍ　Ｌ=約２８０ｍ

地区施設［道路Ｂ］

Ｗ=約２ｍ　Ｌ=約２６０ｍ

※伊勢崎市道含めＷ=８ｍ
調整池①

調整池②

凡　　　　　　　　例

区　域　界

地区施設（道路）

地区施設（調整池）

一次放流先

※調整池の配置及び放流先は、
　  おおよその位置とする。



都市計画丸山地区計画を次のように決定する。

名　　称 　丸山地区地区計画

位　　置 　太田市丸山町の一部

規　　模 　約8.5ha

太田都市計画地区計画の変更（太田市決定）

地区計画の目標

  本地区は、市の北東部に位置し、おおた渡良瀬産業団地、太田リサーチパーク、太田
流通団地からなる本市の一大産業拠点に接するほか、国道50号にも隣接するなど、交通
環境にも恵まれた地区である。
　また、地区周辺においては、商業施設がなく、周辺住民の生活利便性の向上が地域と
しての課題ともなっていることから、本地区は共働きや核家族化などの社会環境の多様
化や高齢者など交通弱者への負担軽減などにも対応できる「ワンストップショッピン
グ」を可能とする商業施設を誘導し、産業拠点や周辺既存集落を維持するため、地区計
画の策定により、地区の特性に応じた良好な市街地環境の形成を図ることを目標とす
る。

土地利用の方針
　隣接する産業拠点内の事業者及び就業者や周辺住民の利便性の向上に寄与し、周辺環
境とも調和した市街地整備により、継続的かつ安定的な産業拠点機能及び周辺地域コ
ミュニティの維持保全のための土地利用を図る。

地区施設の整備の
方針

　本地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路を
配置し、地区内における個別の開発区域内においては、地区内の雨水排水を適正に処理
するための調整池等を設置し、放流先の処理能力に応じた放流量に抑制するとともに、
他法令等に基づき、緑地及び空地等を適正に配置する。
　なお、調整池については設置後、施設管理者により流出抑制機能が継続できるよう、
良好な維持管理を行うものとする。

建築物等の整備の
方針

  地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、景観的な配慮を行い、かつ周辺環境と
の調和が図られるよう、建築物等の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の高さの
最高限度及び建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。　

その他当該地区の整
備、開発及び保全に関

する方針

　商業施設等の立地に際しては、敷地内の緑化及び緩衝帯としての緑地の設置に努め
る。

道路
　道路Ａ　幅員 15m　　延長約100m
　道路Ｂ　幅員　9m　　延長約275m

調整池

① 配置 ･･･ 地区施設配置図には、「都市計画法による市街化区域および市街化調
　　　　 　 整区域の区域区分と治水事業との調整措置等に関する方針について
　　　　　　（昭和45年1月8日局長通達）」に則り協議した結果（以下、「治
　　　　　　水協議結果」とする。）に基づくおおむねの位置を示すものとする。
② 許容放流量 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。 
③ 必要調節容量 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。 
④ 放流先の位置 ･･･ 「治水協議結果」に基づくものとする。

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針
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物
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建築物等の
用途の制限

　次に掲げる建築物を建築してはならない。

(1)　住宅
(2)　共同住宅、寄宿舎又は下宿
(3)　ホテル又は旅館
(4)　ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130
条の6の2に規定する運動施設(主たる建築物の就業者の福利厚生のための附帯施設として
設けるものは除く。)
(5)　カラオケボックスその他これに類するもの
(6)　マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これ
らに類するもの
(7)　劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する建築基
準法施行令第130条の7の3に規定するもの
(8)　学校（幼保連携型認定こども園を除く。）
(9)　図書館、博物館その他これらに類するもの
(10)　神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(11)　老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
(12)　老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
(13)　自動車教習所



　「区域は計画図表示のとおり」

理由

　丸山地区は群馬県及び太田市の関連計画において産業拠点として位置づけられており、工業都市としての本

市の発展と活性化を担う地区として、おおた渡良瀬産業団地、太田リサーチパーク、太田流通団地と一体とな

って活気と魅力に溢れる産業拠点を創出し、保全するための土地利用が求められている。

　今回、太田市土地開発公社により、産業拠点及び周辺集落における利便性向上のための商業施設用地造成事

業の実施が確実となったことから、市街化区域に編入するのに伴い、準工業地域の用途地域指定と併せて、地

区計画の策定を行い、地区の特性に応じた合理的な建築物及び土地利用の規制及び誘導により、地区内の良好

な工業環境の創出及び保全と周辺住環境とも調和した市街地形成を図るものである。

壁 面 の 位 置 の
制 限

　建築物の壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地、緑地、水路若しくは調
整池（以下「隣地等」という。）の境界線までの距離は、次に掲げる数値とする。（た
だし、隅切り部分は除く。）

(1)　国道50号との境界線については3m以上
(2)　国道50号以外の道路境界線については1m以上
(3)　隣地等境界線については1m以上

建築物等の高さの
最 高 限 度

25m

建 築 物 等 の 形 態
又は色彩その他の
意 匠 の 制 限

　建築物の外壁・屋根及び広告物は、美観を損なうような色彩、装飾を避け、周囲との
調和を図るよう努めるものとする。

(14)　倉庫業を営む倉庫
(15)　畜舎(床面積の合計が15㎡を超えないものを除く。)
(16)　原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超えるもの（自動車修理
工場を除く。）
(17)　建築基準法別表第2（ぬ）項第4号に掲げるもの
(18)　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項に規定する一般廃棄物又は第4項に
規定する産業廃棄物の処理施設（工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物に
おいて生じた廃棄物のみの処理に供するものを除く。）
(19)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11項
まで及び第13項のいずれかに規定する営業の用に供するもの（前各号及び建築基準法別
表第2（る）項に規定されるものを除く。）



総括図　（Ａ０） Ｓ＝１／２５，０００
　　　　　 （Ａ３） Ｓ＝１／７０，０００

地区名 丸山地区

面　 積 約８．５ha



計　　画　　図 縮尺　A3:S=1/2500

１

２

３

５

６

７８
９

１０１１

１２

１３

４

凡　　　　　　　　例

区　域　界

番　　　号 区 域 界 名 称

１～２ 道路西側

２～６ 字界

６～７ 都市計画道路東側

７～８ 交差点(南側)隅切端直結線

８～９ 道路南側

９～12 道路西側

12～１ 筆界

地区名 丸山地区

面   積 約　８．５ha



地区施設配置図 縮尺　A3:S=1/2500

地区名 丸山地区

面   積 約　８．５ha

地区施設［道路Ａ］

Ｗ=１５ｍ　Ｌ=約１００ｍ

地区施設［道路Ｂ］

Ｗ=９ｍ　Ｌ=約２７５ｍ

調整池

凡　　　　　　　　例

区　域　界

地区施設（道路）

地区施設（調整池）

一次放流先

※調整池の配置及び放流先は、
　  おおよその位置とする。


